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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年９月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 平成２６年３月２７日 ０５時２４分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市の明石海峡大橋北側護岸 

 兵庫県淡路市所在の江埼灯台から真方位０５２°４,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.９′ 東経１３５°０１.９′） 

事故調査の経過  平成２６年４月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 立栄
りつえい

丸、７９トン 

   １３７０８５、個人所有 

   ２６.００ｍ×６.８０ｍ×２.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１４年３月１７日 

Ｂ はしけ Ｍ
マルエム

２、総トン数なし 

   なし、福山海運株式会社（Ｂ社） 

   ４１.００ｍ×９.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和６１年３月（建造） 

Ｃ はしけ 幸盛
こうせい

丸、総トン数なし 

   なし、Ｂ社 

   ４２.００ｍ×１０.００ｍ×４.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成２年６月（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５２歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年６月２３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年２月３日 

    免状有効期間満了日 平成２９年３月１１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首端～右舷船首部に曲損及び凹損、船首端～右舷船首部に取り

付けられている防舷材（タイヤ５個）に亀裂及び擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂を伴う凹損及び擦過傷、右舷船尾部に擦過傷 

Ｃ 左舷船首部に擦過傷 

護岸 コンクリート上面角部に欠損、落下防止柵に折損及び曲損 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、いずれも空船であるＢ船に乗

組員Ｂが、Ｃ船に乗組員Ｃがそれぞれ乗り組み、Ａ船の後方にＢ船

を、Ｂ船の後方にＣ船をそれぞれえい
．．

航し、Ａ船の船尾からＣ船の船

尾までの長さが約１７５ｍの引船列（以下「Ａ船引船列」という。）

を構成して兵庫県加古川市南方沖の播磨灘を東進し、播磨灘北航路第

１０号灯浮標を左舷方に約１海里隔てて通過した後、平成２６年３月

２７日０４時００分ごろ、船長Ａが、昇橋して甲板員から船橋当直を

引き継いだ。 

 船長Ａは、操舵室中央部やや右舷寄りに置かれた椅子に腰を掛け、

兵庫県明石市明石港西方沖のセメント磯の灯浮標の南側（右方）を船

首目標として自動操舵で航行し、明石港から１隻の漁船が出て来てＡ

船の前路を右方に横切ったことを認めた後、霧が濃くなって視界が悪

くなり、体を左方に向けて操舵スタンドの左舷側に設置されたレーダー

を見て航行を続けた。 

 船長Ａは、明石港の南方沖を通過していた頃、明石海峡大橋橋梁灯

（Ｐ１灯）の北側に向けて変針したことは覚えていたが、その後の記

憶はなく、ふと目が覚めたとき、眠っていたことに気付き、前方が暗

く感じ、明石海峡大橋の橋桁に接近しているものと思い、機関を中立

にして右舵を取り、約３秒後、０５時２４分ごろ、Ａ船は、明石海峡

大橋北側護岸（以下「本件護岸」という。）の西面に衝突した。 

 Ｂ船及びＣ船は惰力で前進しており、Ｂ船は、乗組員Ｂが、居住区

から出て左舷側で外気に当たっていた際、航行方向が違うことを感

じ、また、危険を感じてとっさに甲板上の構造物（ビット）につかまっ

たところ、船首が本件護岸に衝突し、Ｃ船は、左舷船首部がＢ船の右

舷船尾に衝突した。 

 船長Ａは、他の乗組員にＡ船の損傷状況の確認を指示し、運航会社

（Ｂ社）の担当者に事故の発生を連絡した後、Ａ船、Ｂ船及びＣ船が

潮流によって流されていることに気付き、態勢を立て直すために東方

へ向けて航行を開始したところ、Ａ船引船列の後方に接近して来た巡

視船艇を認め、海上保安官の指示に従った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視程 約１００ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期（本事故発生場所付近）、潮

流 西北西流約２ノット（kn）、明石海峡における潮流（西北

西流最強） 時刻０５時２３分、流速４.８kn 

日出時刻 ０５時５５分、常用薄明開始時刻 ０５時２９分 

 本事故発生時、兵庫県阪神及び播磨南東部に濃霧注意報が発表中で

あった。 

 その他の事項  船長Ａは、視界が悪かったので、レーダーの感度を上げ、レーダー

画面を見て航行していた。 
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 船長Ａは、ふだんから０４時～０８時及び１６時～２０時まで船橋

当直を担当しており、船橋当直以外の時間帯に船内の業務を行う一

方、適宜に休息をとっていたが、日中に連続した睡眠をとることはで

きず、２０時～０４時までの間に約６～７時間睡眠をとっていたもの

の、２６日（本事故発生前日）２０時ごろに船橋当直を終えた後は、

２７日００時ごろまで眠ることができず、睡眠時間が４時間程度とな

り、船橋当直に就いた際に睡眠不足であると感じていた。 

 船長Ａは、これまでに眠気を感じたときには椅子から立ち上がり、

操舵室内を歩き回ったり、窓や扉を開けて外気を入れたりしていた。

 乗組員Ｃは、就寝中に衝撃を受けて飛び起き、外に出たところ、Ｃ

船が、前進しながら、右へ回頭しており、Ｂ船と並ぶ状況となった

頃、Ｂ船に追突したことを乗組員Ｂから聞かされ、Ｃ船の左舷船首部

に損傷を認めた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ 不明、Ｂ 不明、Ｃ 不明 

 Ａ船引船列は、明石海峡航路の北側海域を自動操舵で東進中、船橋

当直中の船長Ａが、居眠りに陥ったことから、本件護岸に向けて航行

することとなり、目が覚めた際、前方が暗く感じて明石海峡大橋の橋

桁に接近したと思い、機関を中立として右舵を取ったものの、Ａ船が

本件護岸の西面に衝突し、その後、惰力で前進していたＢ船が本件護

岸の西面に、Ｃ船がＢ船の船尾にそれぞれ衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ａは、明石港の南方沖で明石海峡大橋橋梁灯（Ｐ１灯）の北側

に向けて変針したものの、約２kn の西北西流の影響により、Ａ船引

船列が北方に圧流された可能性があると考えられる。 

 船長Ａは、前日の睡眠時間が約４時間であり、船橋当直に就いた

際、睡眠不足であると感じており、椅子に腰を掛けた姿勢を続けたこ

とから、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、明石海峡航路の北側海域を自動操

舵で東進中、船橋当直中の船長Ａが、居眠りに陥ったため、本件護岸

に向けて航行することとなり、目が覚めた際、前方が暗く感じて明石

海峡大橋の橋桁に接近したと思い、機関を中立として右舵を取ったも

のの、Ａ船が本件護岸の西面に衝突し、その後、惰力で前進していた

Ｂ船が本件護岸の西面に、Ｃ船がＢ船の船尾にそれぞれ衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  Ａ船では、本事故後、船橋航海当直警報装置を設置することを決め

た。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・船橋当直に就いた際に睡眠不足であることを感じている場合は、

椅子に腰を掛けず、立った姿勢を保つなどするとともに、窓や扉

を開けて外気を入れ、ガムをかんだり、コーヒーを飲んだりする

などし、眠気を払拭すること。 
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兵 庫 県 

事故発生場所  
（平成２６年３月２７日 
 ０５時２４分ごろ発生） 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


